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(57)【要約】
　本発明は、一般に多焦点の眼科用レンズ、例えば屈折
集光パワーを提供するための中心屈折領域と、回折集光
パワーを提供するための回折領域とを用いる多焦点の眼
内レンズを提供する。レンズの中心領域により提供され
る屈折集光パワーは、回折集光パワーのうちの一つと略
等しい遠集光パワーと一致し、一方、他の回折パワーは
、近集光パワーと一致する。遠集光パワーは、中心屈折
領域の位相の変更及び／または中心屈折領域の曲率の変
更により強化することができる。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側面及び後側面を有する光学素子と、
　回折近集光パワー及び回折遠集光パワーを提供するように前記面のうちの一つに配置さ
れる回折領域と、を備え、
　前記光学素子は、一つの屈折集光パワーを提供するための中心屈折領域を有し、
　前記回折領域は、複数のステップにより相互に分離される複数の回折ゾーンを含み、
　前記屈折集光パワーへ提供する光を増加させるために、前記中心屈折領域の位相を変更
するように、第１のステップの高さが、第２のステップの高さと異なる、眼内レンズ（Ｉ
ＯＬ）。
【請求項２】
　前記前側面及び前記後側面のそれぞれは中心屈折領域を含む、請求項１に記載のＩＯＬ
。
【請求項３】
　前記前側面及び前記後側面のうちの何れかの前記中心屈折領域は、略0.5mmから略2mmま
での範囲内の直径を有する、請求項２に記載のＩＯＬ。
【請求項４】
　前記前側面及び前記後側面のそれぞれの前記中心屈折領域は、略球面のプロファイルを
有する、請求項２に記載のＩＯＬ。
【請求項５】
　前記中心屈折領域の外側の前記回折領域は、略非球面のベースプロファイルを有する、
請求項４に記載のＩＯＬ。
【請求項６】
　前記回折領域は、当該回折領域が配置される面の前記中心屈折領域を少なくとも部分的
に囲む、請求項２に記載のＩＯＬ。
【請求項７】
　前記回折領域に係る前記遠集光パワーは、前記光学素子の中心屈折領域により提供され
る前記屈折集光パワーと略一致する、請求項１に記載のＩＯＬ。
【請求項８】
　前記光学素子は、外側屈折領域を含む、請求項１に記載のＩＯＬ。
【請求項９】
　前記外側屈折領域は、前記中心領域により提供される前記屈折集光パワーと略等しい集
光パワーを提供する、請求項８に記載のＩＯＬ。
【請求項１０】
　前記面のうちの少なくとも一つは、レンズの収差を制御するように適合された非球面の
ベースプロファイルを示す、請求項１に記載のＩＯＬ。
【請求項１１】
　前記中心屈折領域は、略球面のプロファイルを有する、請求項１に記載のＩＯＬ。
【請求項１２】
　前記中心屈折領域の外側の前記回折領域は、略非球面のベースプロファイルを有する、
請求項１１に記載のＩＯＬ。
【請求項１３】
　前側面及び後側面を有する光学素子を提供し、
　前記光学素子を患者の目の中に埋め込むことを含み、
　前記光学素子は、
　　一つの屈折集光パワーを提供するための中心屈折領域と、
　　回折近集光パワー及び回折遠集光パワーを提供するように前記面のうちの一つに配置
される回折領域と、を有し、
　前記回折領域は、複数のステップにより相互に分離される複数の回折ゾーンを含み、
　前記屈折集光パワーへ提供する光を増加させるために、前記中心屈折領域の位相を変更
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するように、第１のステップの高さは、第２のステップの高さと異なる、視力を補正する
方法。
【請求項１４】
　遠焦点を生成するために適合されたベースプロファイルを有する前側面及び後側面を有
する光学素子を形成し、
　前記面が中心屈折領域及び外側屈折領域を含むように、前記面のうちの少なくとも一つ
に回折構造を生成することを含み、
　前記回折構造は、近焦点の光学パワーを提供するとともに、前記遠焦点の光学パワーに
影響を与え、
　前記回折構造は、複数のステップにより相互に分離される複数の回折ゾーンを含み、
　前記遠焦点の光学パワーへ提供する光を増加させるために、前記中心屈折領域の位相を
変更するように、第１のステップの高さは、第２のステップの高さと異なる、眼科用レン
ズを製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に多焦点の眼科用レンズに関し、特に、屈折光学集光パワー及び回折光
学集光パワーを提供することができる多焦点の眼内レンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼内レンズ（ＩＯＬ）は、通常、固有の水晶体を置換するために、白内障手術中に、患
者の眼の中に埋め込まれる。幾つかのＩＯＬは、患者に遠焦点パワーのみならず近焦点パ
ワーを提供する回折構造を用いる。言い換えれば、そのようなＩＯＬは、患者に一定の調
節（ときには「擬似調節」と呼ばれる）を提供する。遠焦点レンズパワーと近焦点レンズ
パワーの間のエネルギーの分割は、回折構造の「ステップ高さ」を変更することにより、
また、光を単に単一の焦点に向かわせる中心「屈折」ゾーンを使用することにより、調節
することができる。一般に一つの焦点へのエネルギーが増加すると、他の焦点へのエネル
ギーが減少し、その他の焦点における像のコントラストが弱くなる。しかしながら、像の
コントラストは、例えば結像における収差、及び回折構造の特徴等の他の要因によっても
影響を受ける。
【０００３】
　従って、遠焦点と近焦点の両方において像のコントラストを強める、回折多焦点レンズ
の設計が必要である。
【発明の概要】
【０００４】
　一形態において、本発明は、眼内レンズ（ＩＯＬ）を提供する。そのＩＯＬは、前側面
及び後側面を有する光学素子を備え、その光学素子は、屈折集光パワーを提供するための
中心屈折領域を含む。回折領域は、回折近集光パワー及び回折遠集光パワーを提供するた
めの少なくとも一つのレンズ面上に配置される。幾つかの場合には、屈折焦点パワーと回
折遠集光パワーとは略等しい。中心ゾーンを通過する光の光学特性は、両方のパワーにつ
いて像全体のコントラストを最適化するように調節することができる。
【０００５】
　関連する形態では、上記のＩＯＬにおいて、面のうちの一つ（例えば、前側面）は、回
折領域で囲まれた中心屈折領域を含む。そしてその回折領域も同様に外側屈折領域で囲ま
れる。幾つかの場合には、中心屈折領域は、略0.5mmから略2mmまでの範囲内の直径を有す
る。
【０００６】
　他の形態において、回折領域は、複数のステップにより相互に分離された複数の回折ゾ
ーン（例えば、2から20のゾーン）を含む。中心のステップ高さ、及び／又は中心ゾーン
の曲率は、像のコントラストを最適化するように調節される。幾つかの場合には、他のス
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テップは略均一の高さを示すが、他の場合には、他のステップの高さは非均一としてもよ
い。例えば、ステップは、光学素子の中心からの半径方向の距離が増大するにつれて高さ
が低くなるようにアポダイズすることができる。あるいは、アポダイズされたステップは
、光学素子の中心からの半径方向の距離が増大するにつれて高さが高くなることを示して
もよい。つまり、ステップは「逆アポダイズ」することができる。他の場合、ステップ高
さは、回折領域の内側の半径方向の境界からその領域内の中間位置へ向かって高くなって
いき、続いて、その領域の外側の半径方向の境界へ向かって低くなっていくようにしても
よい。その逆も同様である。
【０００７】
　他の形態では、光学素子が中心屈折領域及び外側屈折領域を含むように構成された前側
面及び後側面を有する光学素子を含む、多焦点の眼科用レンズ（例えば、ＩＯＬ）が開示
される。加えて、回折領域は、二つの回折集光パワーを提供するように少なくとも一つの
面上に配置される。
【０００８】
　幾つかの場合には、上記の眼科用レンズにおいて、中心屈折領域及び外側屈折領域は異
なる屈折パワーを提供する。例えば、中心領域は遠集光パワーを提供し、外側屈折領域は
近集光パワーを提供してもよい。同様に、回折領域は、中心領域及び外側領域により提供
される屈折近集光パワー及び屈折遠集光パワーと一致する、回折近集光パワー及び回折遠
集光パワーを提供してもよい。
【０００９】
　これらの各形態において、本発明の眼科用レンズの実施形態に係る中心屈折領域は中心
距離ゾーン（a central distance zone）を含む。回折領域はステップ高さを低くして、
中心屈折領域と回折領域の両方が協働して、近集光パワーの許容レベルを維持しながら、
ＩＯＬ光学素子に係る遠くのパワー（the distance power）に向けられるエネルギーの量
を増加させることができる。
【００１０】
　さらに、以下に簡単に説明される、関連する図面とともに以下の詳細な記述を参照する
ことにより、本発明の様々な形態を理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】先行技術に係るアポダイズされた回折多焦点ＩＯＬの概略側面図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態に従う多焦点ＩＯＬの概略平面図である。
【図２Ｂ】調節された中心ゾーンの位相及び基準曲線と略同一の曲率をもつ中心距離ゾー
ンを有する、図２Ａに示される多焦点ＩＯＬの概略側面図である。
【図２Ｃ】前側面に係るベースプロファイルが差し引かれた、図２Ａ及び２Ｂに示される
ＩＯＬの前側面に係る半径方向のプロファイルを示す。
【図３】調節された中心ゾーンの位相及び中心ゾーンの傾斜をもつ中心距離ゾーンを有す
る、本発明の一実施形態に従う多焦点ＩＯＬの概略側面図である。
【図４】異なる中心ゾーンの位相と中心ゾーンの曲率の組み合わせを有する本発明の実施
形態に係る軸外距離の二乗に応じた光学特性を図示する一連のグラフである。
【図５】異なる中心位相の値を有する本発明のＩＯＬの実施形態における変調伝達関数の
変化を図示する一連のグラフである。
【図６Ａ】逆アポダイズされた回折領域を有する一実施形態に従う多焦点ＩＯＬの概略側
面図である。
【図６Ｂ】図６Ａに示されたＩＯＬの（面のベースプロファイルを引いた）前側面の半径
方向のプロファイルである。
【図６Ｃ】本発明に係る一実施形態に従う多焦点ＩＯＬの概略側面図である。
【図６Ｄ】面に配置された回折領域の異なる回折ゾーンを分離するステップの高さが、レ
ンズ中心からの半径方向の距離が増大するにつれて高くなり、続いて低くなることを示す
ことを意図する、図６Ｃに係るＩＯＬの（面のベースプロファイルを引いた）前側面の半
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径方向のプロファイルである。
【図６Ｅ】面に配置された回折領域の異なる回折ゾーンを分離するステップの高さが、レ
ンズ中心からの半径方向の距離が増大するにつれて低くなり、続いて高くなることを示す
、一実施形態に従うＩＯＬの（面のベースプロファイルを引いた）面の半径方向のプロフ
ァイルである。
【図７】面に配置された回折領域の異なる回折ゾーンを分離するステップが略均一の高さ
を示す、一実施形態に従うＩＯＬの（面のベースプロファイルを引いた）面の半径方向の
プロファイルである。
【図８】レンズの前側面上に配置された回折領域がレンズの周辺にまで及ぶ、本発明に係
る一実施形態に従うＩＯＬの概略側面図である。
【図９】異なる屈折集光パワーを提供する、中心屈折領域及び外側屈折領域を有する本発
明に係る一実施形態に従うＩＯＬの概略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、一般に多焦点眼科用レンズ、例えば屈折集光パワーを提供するための屈折領
域及び一つ以上の回折集光パワーを提供するための回折領域を用いる多焦点眼内レンズを
提供する。幾つかの場合には、レンズによって提供される屈折集光パワーは、回折集光パ
ワーのうちの一つと略等しい遠焦点光学パワーに一致し、一方、他の回折パワーは近焦点
光学パワーに一致する。同様に、幾つかの場合には、レンズの集光特性は、特に小瞳孔サ
イズにおける、その遠焦点の能力によって支配される。以下の実施形態では、本発明の様
々な側面に係る顕著な特徴が、眼内レンズ（ＩＯＬ）に関連して説明される。また、本発
明の教示は、例えばコンタクトレンズ等の他の眼科用レンズに適用することができる。「
眼内レンズ」という用語及びその略称ＩＯＬは、眼の固有のレンズを置換するために、あ
るいは固有のレンズが除去されるか否かにかかわらず視力を増強するために、眼の内側に
埋め込まれるレンズを記述するよう、ここでは同じ意味で用いられる。角膜内のレンズ及
び有水晶体眼内レンズは、固有のレンズを除去することなく眼の中に埋め込まれるレンズ
の例である。
【００１３】
　図１は、先行技術のアポダイズされた回折多焦点ＩＯＬのレンズ表面を概略的に示す。
その中心ゾーンの曲率は、隣接する環状ゾーンの曲率と大まかに類似する。図２Ａ、図２
Ｂ及び図２Ｃは、光軸ＯＡの周囲に配置される、前側面１４及び後側面１６を有する光学
素子１２を含む、本発明の一実施形態に従う多焦点の眼内レンズ（ＩＯＬ）１０を概略的
に示す。以下で詳細に説明されるように、ＩＯＬ１０は、遠集光パワー及び近集光パワー
を提供する。この実施形態では、ＩＯＬは、両凸プロファイルを有する（前側面及び後側
面のそれぞれが凸プロファイルを有する）。一方、他の実施形態では、ＩＯＬは、例えば
凹凸、平凸等の他の何れかの適切なプロファイルを有する。幾つかの実施態様では、光学
素子１２は、略2mmから略4mmの範囲内の、光軸ＯＡからの最大半径（Ｒ）を有する。一方
、他の実施形態では、より大きくしてもよい。より多くの光を遠くの焦点に向けるために
、例えば、回折のステップの全てのステップ高さは、図１における先行技術の例と比較し
て低くされる。これは、遠くの焦点へより多くの光を向け、近くの焦点へより少ない光を
向ける効果を有する。
【００１４】
　回折のステップ高さの変化に加えて、前側面１４は、環状回折領域２０及び外側屈折領
域２２に囲まれた、中心「屈折」領域１８を含む。中心領域がレンズの遠パワーに相当す
る「屈折」焦点を有すれば、そのレンズパワーにさらなる光が向けられる。多くの実施態
様では、中心屈折領域１８は、略0.25mmから略1mmの範囲内の光軸ＯＡに応じた半径（Ｒ
ｃ）を有する。また、他の半径を用いてもよい。この例示的実施形態では、後側面１６は
回折構造を全く含まない。一方、他の実施形態では、そのような構造を含んでもよい。以
下でさらに説明されるように、前側面の中心屈折領域１８は光学素子の集光パワーに影響
を与える。その集光パワーは、この実施形態においてＩＯＬの遠焦点光学パワーに一致す
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る。例として、幾つかの場合には、光学素子の遠くのパワーは略-5ディオプタから略+55
ディオプタの範囲内であり、より典型的には略6ディオプタから略34ディオプタの範囲内
であり、または略18ディオプタから略26ディオプタの範囲内である。
【００１５】
　図２Ａ～図２Ｃの例では、前側面１４及び後側面１６の両方のベースプロファイルは、
回折構造をもたず遠くのパワーのみをもつレンズを提供する光学素子を形成する材料の屈
折率とともに、選択された曲率をもつ略球面である。しかしながら、中心ゾーン領域の軸
位置は、基準曲線と適合しないように調節される。これは、図２Ｃにおける中心領域と外
側領域の間の高さが離れていることによっても示される。レンズの残りの部分と比較して
、この中心ゾーンの相対的光学位相の調節は、二つの焦点へのエネルギーの分割から多少
独立して、両方のレンズパワーについて像のコントラストを調節するために用いることが
できる。同様に、中心ゾーンの面の曲率も、独立して、または回折のステップの位相遅延
と連動して、像のコントラストを最適化するように調節することができる。
【００１６】
　幾つかの他の実施態様では、一つまたは両方のレンズ面は、収差を制御し、像のコント
ラストを増大させるように適合された非球面のベースプロファイルを示すことができる。
例として、そのような実施形態に従うＩＯＬは、前側面及び後側面を有する光学素子を備
えることができる。前側面は、後側面と協働して屈折光学パワーを生成する中心屈折領域
を含む。前述の実施形態と同様に、回折領域は中心屈折領域を囲む。同様に、回折領域は
外側屈折領域により囲まれる。そのような実施形態では、前側面は非球面のベースプロフ
ァイルを有する。言い換えると、前側面のベースプロファイルは、推定球面プロファイル
と異なる。例えば、前側面の非球面のベースプロファイルは、収差の効果を制御するレン
ズの屈折パワーに基づいて選択される、負の円錐定数により特徴付けられる。例として、
円錐定数は、略-10から略-1000（例えば、-27）の範囲内とすることができる。この実施
形態では、後側面のベースプロファイルは略球面であるが、他の実施形態では、二つの面
の結合した非球面プロファイルがレンズの中心部分による単一の屈折焦点の発生を容易に
するように、後側面のベースプロファイルは選択された非球面度を示してもよい。他の実
施態様では、中心屈折ゾーンは、その面が他の非球面のベースプロファイルを有するとき
でさえ、単一の屈折焦点の発生を容易にするように、球面プロファイルを有してもよい。
【００１７】
　図２Ａ、図２Ｂ及び図２Ｃを再度参照すると、光学素子１２は、任意の適切な生体適合
性材料で作ることができる。そのような材料の幾つかの例は、レンズの特定のアプリケー
ションのための必須の屈折率を有するソフトアクリル、シリコーン、ヒドロゲルまたは他
の生体適合性材料を含むがこれに限定されない。多くの実施態様において、光学素子を形
成する材料の屈折率は、略1.4から略1.6までの範囲内とすることができる（例えば、光学
素子は、1.55の屈折率を有するアクリソフ（登録商標）（２－フェニルエチルアクリレー
ト及び２－フェニルエチルメタクリレートの架橋されたコポリマー）として周知のレンズ
材料で形成することができる）。
【００１８】
　また、例示的なＩＯＬ１０は、患者の眼の中のＩＯＬの配置を容易にする、複数の固着
部材（fixation members）１１（例えば、ハプティックス（haptics））を含む。また、
固着部材１１は、例えば、ポリメチル・メタクリレート、ポリプロピレン等の適切なポリ
マー材料で形成することもできる。
【００１９】
　また、上記したように、光学素子１２は、その前側面１４上に配置される回折領域２０
を含む。一方、他の実施形態では、回折領域２０は、後側面または両方の面上に配置され
てもよい。回折領域２０は、光学素子の前側面の中心屈折領域１８を囲む環状領域を形成
する。この例示的実施形態では、回折領域２０は、遠焦点光学パワー及び近焦点パワーを
提供する。この例では、回折構造により提供される遠焦点光学パワーは、ＩＯＬの中心屈
折領域により提供される屈折集光パワーと概略類似する。回折領域によって提供される近
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焦点光学パワーは、例えば、略1Dから略4Dまでの範囲内とすることができるが、他の値を
使用してもよい。幾つかの実施態様では、回折領域２０は、略0.5mmから略2mmまでの範囲
内の幅（w）を有することができるが、他の値を用いてもよい。他の実施形態では、回折
領域２０は、近焦点パワーを提供せずに遠焦点光学パワーを提供することができる。
【００２０】
　幾つかの実施形態では回折領域は光学素子１２の外側の境界にまで及んでもよいが、こ
の実施形態では回折領域は光学素子１２の外側の境界まで及ばない。より厳密には、回折
領域は、レンズの中心屈折領域１８とレンズの外側屈折領域２２の間に配置される。中心
屈折領域と同様に、外側屈折領域は、この場合に中心領域によって提供される屈折パワー
と略等しい、単一の屈折集光パワーを提供する。言い換えると、ＩＯＬの中心屈折領域及
び外側屈折領域は、レンズの遠焦点パワーのみに影響を与える。一方、その回折領域（こ
こではゾーン回折領域とも呼ばれる）は、光エネルギーの入射をその上でレンズの遠焦点
及び近焦点の両方へ向ける。ここに記述されるように、遠焦点パワーに向けられるエネル
ギーは、回折領域のステップ高さを低くすることにより、かつ／または、中心屈折距離ゾ
ーンの曲率を調節することにより、増加させることができる。
【００２１】
　図２Ｃに面のベースプロファイルを持たない前側面の面プロファイルが概略的に示され
るように、この例示的実施形態では、回折領域２０は、前側面１４の下部の基準曲線上に
配置される複数の回折ゾーン２４で形成される。回折ゾーンの数は、略2から略20までの
範囲内とすることができるが、他の数を用いてもよい。回折ゾーン２４は、複数のステッ
プ２６により相互に分離される。この例示的実施態様では、ステップ２６の高さは、不均
一である。より厳密には、この例では、ステップ高さは、前側面の中心（光軸ＯＡと前側
面との交点）からの距離が増大するにつれて低くなる。言い換えると、ステップは、レン
ズの光軸からの半径方向の距離が増大するにつれて高さが低くなることを示すようにアポ
ダイズされる。さらに詳しく以下に述べるように、他の実施形態では、ステップ高さは、
他のタイプの不均一性を示してもよいし、あるいは、均一性を示してもよい。また、図２
Ｃに概略的に示される半径方向のプロファイルは、中心ゾーンに位相のシフトが与えられ
るが、ＩＯＬの中心屈折領域及び外側屈折領域の曲率が、前側面の基準曲率に一致するこ
とを示す（従って、これらの領域は図において平らな部分として示される）。以下に説明
するように、より多くのエネルギーを本発明の実施形態に係る遠焦点パワーへまわすため
に、他の構成を使用してもよい。
【００２２】
　ステップは、回折ゾーンの半径方向の境界に位置付けられる。この例示的実施形態では
、ゾーンの境界の半径方向の位置は、以下の関係に従って決定することができる。
【数１】

ここで、iはゾーン番号を示し、r0は中心屈折ゾーンの半径を示し、λは設計波長を示し
、ｆは近焦点に係る焦点距離を示す。幾つかの実施形態では、設計波長λは、視覚反応の
中心の550nmの緑色光となるように選択される。幾つかの場合には、中心ゾーンの半径（r

0）は、

【数２】
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に設定される。
【００２３】
　続いて図２Ｃを参照すると、幾つかの場合には、隣接ゾーンの間のステップ高さ、また
はゾーン境界における各回折素子の垂直方向の高さは、以下の関係に従って定義すること
ができる。
【数３】

ここで、λは、設計波長（例えば、550nm）を示し、n2はレンズが形成される材料の屈折
率を示し、n1はレンズが配置される媒体の屈折率を示し、fapodizeは光軸とレンズの前側
面との交点からの半径方向の距離が増大するにつれて値が減少するスケーリング関数を表
す。例えば、スケーリング関数は以下の関係で定義することができる。

【数４】

ここで、riはi番目のゾーンの半径方向の距離を示し、rinは図２Ｃで概略的に示される回
折領域の内側の境界を示し、routは図２Ｃで概略的に示される回折領域の外側の境界を示
し、expはアポディゼーションゾーンの相対的位置及び回折素子のステップ高さについて
の所望の低減に基づいて選択された値を示す。指数expはレンズ面にわたる回折効率にお
ける所望の変化度に基づいて選択することができる。例えば、expは略2から略6までの範
囲内の値を取ることができる。
【００２４】
　他の例として、スケーリング関数は、以下の関係で定義することができる。
【数５】

ここで、riはi番目のゾーンの半径方向の距離を示し、routはアポディゼーションゾーン
の半径を示す。
【００２５】
　図２Ｃを再度参照すると、この例示的実施形態では、ゾーン境界における各ステップは
、ベースプロファイルを中心とし、ステップの中心から、その高さの半分がベースプロフ
ァイルの上側にあり、残りの半分がベースプロファイルの下側にある。ステップの中心の
高さ以外のステップ高さの選択に関するさらなる詳細は、米国特許第5699142号に見るこ
とができる。また、その特許はその内容全体がここに参照として組み込まれる。
【００２６】
　使用の際、中心屈折領域は、ＩＯＬ１０が小瞳孔サイズ、つまり、中心屈折領域の半径
方向のサイズ以下の瞳孔サイズの単焦点の屈折レンズとして有効に機能するように、単一
の遠焦点屈折パワーを提供する。より大きい瞳孔サイズの場合、中心領域は単一の遠焦点
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光学パワーを提供し続ける一方、回折領域は、二つの回折集光パワーを提供することによ
りＩＯＬの集光パワーに影響を与え始める。一方は中心領域の屈折遠焦点パワーと略等し
く、他方は近焦点パワーと一致する。また、瞳孔サイズがさらに増大するにつれて、外側
屈折領域２２は、レンズの遠焦点パワーに屈折性の影響を与える。遠焦点に対して近焦点
に分配される光エネルギーの割合は、例えば、中心屈折領域及び外側屈折領域のサイズと
、回折領域に関連するパラメータ（例えば、ステップ高さ）とによって調節することがで
きる。さらに、ステップ高さがアポダイズされる場合、この割合は、瞳孔サイズに応じて
変更することができる。例えば、回折構造のステップ高さの低減は、瞳孔サイズが増大す
るにつれて、その回折構造により遠焦点に伝達される光エネルギーの割合の増大をもたら
す。
【００２７】
　このように、本発明の実施形態に係る遠焦点パワーに向けられるエネルギーは、回折領
域における回折のステップ高さの低減により、かつ／または、中心距離ゾーンの曲率の調
節により、増加させることができる。中心ゾーンは、ＩＯＬの基準曲率と同じ曲率を有す
ることにより、単純な中心距離ゾーンをもたらし、または、異なる中心ゾーンの曲率を有
することにより、遠焦点の性能の改善を強化することができる。例えば、図２Ｂは、調節
された中心ゾーンの位相及び基準曲線と略同一の曲率をもつ中心距離ゾーンを有する、図
２Ａの多焦点ＩＯＬの概略側面図を示す。この実施形態では、中心ゾーンの位相は、第１
の回折ステップ（中心ゾーンに最も近いステップ）の高さを調節（低減）し、それにより
中心ゾーンの位相遅延を変更することによって調節される。他の実施形態では、例えば図
３に示すように、本発明に従う多焦点ＩＯＬは、調節された中心ゾーンの位相と、両方の
レンズパワーについて像の質を制御するためにＩＯＬの基準曲線の曲率と異なるように調
節された中心ゾーンの曲率とをもつ中心距離ゾーンを有することが示される。
【００２８】
　図２Ｂ及び図３とここに示した他の図とに示されるように、異なるレンズパラメータを
、本発明の実施形態に係る遠焦点パワーに分配されるエネルギーを増加し、像のコントラ
ストを制御するように、単独で、または組み合わせて用いることができる。このように、
例えば、中心の回折のステップの調節が中心ゾーンの曲率の変更と組み合わされる。中心
ゾーンの形状も調節することができ、球面または非球面にすることができ、基準曲線の形
状と異なるものとすることができる。さらに、同様に、ここに記載された中心ゾーンの位
相及び曲率に対する調節は、幾つかの実施形態において、遠焦点パワーとは反対に、近焦
点パワーに分配されるエネルギーを増加させるように用いることができる。このように、
本発明の実施形態は、像の質を制御しながら、第１の（遠焦点）レンズパワーまたは第２
の（近焦点）レンズパワーに、より多くのエネルギーを向けるように非常に有効に用いら
れる。
【００２９】
　図４は、異なる中心ゾーンの位相と中心ゾーンの曲率の組み合わせを有する本発明の実
施形態に係る軸外距離の二乗に応じた光学特性を図示する一連のグラフである。図５は、
異なる中心位相の値を有する本発明のＩＯＬの実施形態における変調伝達関数（ＭＴＦ）
の変化を図示する一連のグラフである。これらのグラフは、ＩＯＬの半径の二乗の関数と
してプロットされ、中心ゾーンに対する調節の例を図示する。これらは、中心ゾーンの面
における光学位相遅延とＩＯＬ光学素子の物理的な面プロファイルとを表す。図５は、中
心の回折のステップで0.5の位相遅延を有する本発明のＩＯＬに係る実施形態と比較され
る単純な中心距離ゾーンを有する先行技術のレンズ設計の特定の例による遠焦点パワーの
改善を図示する。加えて、この例は、全ての回折領域のステップ高さの低減により、先行
技術のレンズと比較して遠焦点パワーへのエネルギーの増加を示す。この例では、ＭＴＦ
コントラストは、中心ゾーンにおける位相遅延のない類似のレンズと比較して、中心ゾー
ンの位相遅延の導入とともに、近パワーについて増大する。
【００３０】
　本発明の実施形態に係る回折領域のアポディゼーションは、上述したものに限定されな
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い。つまり、様々なタイプのステップ高さのアポディゼーションを用いることができる。
例として、図６Ａ及び図６Ｂを参照すると、幾つかの実施形態において、ＩＯＬ３０は、
前側面３２及び後側面３４を含み、前側面は、中心屈折領域３６と、中心屈折領域３４を
囲む環状回折領域３８と、外側屈折領域４０とにより特徴付けられる。外側屈折領域は、
複数のステップ３８ｂにより相互に分離される複数の回折ゾーン３８ａによって形成され
、そのステップは、その回折領域の内側境界Ａからその外側境界Ｂまで高さが高くなって
いくことを示す。
【００３１】
　そのようなステップ高さのアポディゼーションは、ここでは「逆アポディゼーション」
と呼ばれる。前述の実施形態と同様に、回折領域はＩＯＬの遠焦点光学パワーだけでなく
、近焦点パワーにも影響を与える。その近焦点パワーは、例えば、略1Dから略4Dの範囲内
とすることができる。しかしながら、前述の実施形態とは異なり、（光軸からの半径方向
の距離が増大するにつれてステップ高さが高くなることに起因して）回折領域によって遠
焦点へ伝達される光エネルギーの入射の割合は、瞳孔サイズが増大するにつれて減少する
。
【００３２】
　他の実施形態では、回折領域におけるステップ高さは、その領域内部の中間位置で最大
値に到達するように、その領域の内側境界から高くなっていき、続いてその領域の外側境
界へ向かって低くなっていく。例として、図６Ｃは、前側面４６及び後側面４８により特
徴付けられた光学素子４４を有する、そのようなＩＯＬ４２を示す。前述の実施形態と同
様に、前側面４６は、中心屈折領域５０と、屈折領域を囲む環状回折領域５２と、同様に
回折領域を取り囲む外側屈折領域５４とにより特徴付けられる。図６Ｄに表された前側面
の半径方向のプロファイルを参照すると、環状回折領域は、複数のステップ５８により他
から分離される複数の回折ゾーン５６を含み、そのステップ高さはレンズ中心からの半径
方向の距離が増大するにつれて高くなっていき、その後低くなっていくことを示す。ある
いは、図６Ｅに概略的に示された他の実施形態では、ステップ高さはレンズ中心からの距
離が増大するにつれて低くなっていき、その後高くなっていくことを示す。
【００３３】
　さらに他の実施形態では、回折領域の異なるゾーンを分離するステップ高さは、略均一
（例えば、製造上の公差内）としてもよい。例として、図７は、下部のベースプロファイ
ルが差し引かれた、そのようなレンズ面（例えば、レンズの前側面）の半径方向のプロフ
ァイルを概略的に示す。半径方向の面プロファイルは、その面が（面の基準曲率と略等し
い曲率をもつが、さらなる位相遅延をもつ）中心屈折領域Ａ、回折領域Ｂ、及び外側屈折
領域Ｃを含むことを指し示す。回折領域Ｂは、複数のステップ６２によって相互に分離さ
れる複数の回折ゾーン６０によって特徴付けられる。ステップ６２の高さは、略均一であ
る。
【００３４】
　例として、各ゾーンの境界において選択される位相シフトを提供する、略均一なステッ
プ高さを有するＩＯＬに係る幾つかの実施態様では、ゾーン境界の半径方向の位置は、式
（１）に従って決定することができる。幾つかの場合には、中心ゾーンの半径（r0）は、
【数６】

に設定される。さらに、隣接するゾーンの間のステップ高さは、以下の関係に従って定義
することができる。
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【数７】

ここで、λは、設計波長（例えば、550nm）を示し、n2はレンズが形成される材料の屈折
率を示し、n1はレンズが配置される媒体の屈折率を示し、bは例えば、0.5または0.7であ
る比率である。
【００３５】
　幾つかの実施形態では、回折領域は、中心屈折領域の外側境界から光学素子の外側境界
まで及んでもよい。例として、図８は、前側面６６及び後側面６８を含む上記のＩＯＬ６
４を概略的に示す。前側面は、屈折の後側面と協働して、屈折遠焦点パワーを光学素子に
伝える中心屈折領域７０を含む。中心ゾーンは、ステップ高さ及び／または曲率の調節を
有する。前側面上に配置された回折領域７２は、中心屈折領域の外側境界から光学素子の
外側境界まで及んで、回折近焦点光学パワーと回折遠焦点光学パワーを提供する。この例
示的実施態様では、回折遠焦点パワーは、光学素子の中心屈折領域により提供される屈折
遠焦点パワーと略等しい。この例では、回折領域は、略均一な高さを有するステップによ
り分離された複数の回折ゾーンによって形成されるが、他の実施態様では、ステップ高さ
は、非均一とすることができる（例えば、アポダイズすることができる）。
【００３６】
　幾つかの他の実施形態では、ＩＯＬは、中心屈折領域、その面上に配置された環状回折
領域及び外側屈折領域を含んでもよく、その中心屈折領域及び外側屈折領域は異なる屈折
集光パワーを提供する。中心ゾーンは、ステップ高さ及び／または曲率の調節を有する。
例として、図９に概略的に示されるように、そのようなＩＯＬ９０の中心屈折領域９０ａ
は（遠焦点Ａに対応して）ＩＯＬの遠焦点光学パワーに影響を与え、一方、ＩＯＬの外側
屈折領域９０ｂは（近焦点Ｂに対応して）ＩＯＬの近焦点光学パワーに、屈折性の影響を
与えることができる。同様に、回折領域９０ｃは、ＩＯＬの近集光パワーと遠集光パワー
の両方に、回折性の影響を与える。中心領域と外側領域の屈折集光特性におけるそのよう
な違いは、例えば、中心屈折領域の面曲率（面プロファイル）と異なる面曲率（面プロフ
ァイル）を有するように、一つまたは両方のレンズ面の外側領域を構成することにより、
実現することができる。
【００３７】
　幾つかの場合には、少なくとも一つのレンズ面に係るベースプロファイルは、例えば焦
点深度を制御する等、収差を制御する選択された非球面度を示すことができる。例えば、
回折領域が配置される前側面は、球面プロファイルを示し、一方、後側面は特定の非球面
度を示してもよい。例として、非球面プロファイルを有する一つ以上のレンズ面の構成に
関するさらなる技術が、係属中の2006年4月4日に出願された米国特許出願第11/397332号
、「眼内レンズ」に見ることができる。またその出願はここに参照として組み込まれる。
【００３８】
　他の場合には、少なくとも一つのレンズ面は、非点収差の補正に役立つトーリックベー
スプロファイル（面の二つの直交する方向に沿った二つの異なる曲率により特徴付けられ
るプロファイル）を有することができる。
【００３９】
　幾つかの実施形態では、レンズが青色光をある程度フィルタリングすることができるよ
うに、光学素子の生体適合性ポリマー材料に一つ以上の染料を浸透させてもよい。そのよ
うな染料の幾つかの例が、米国特許第5528322号（名称「眼科用レンズにおける重合可能
な黄色染料及びその使用」）、米国特許第5470932号（名称「眼科用レンズにおける重合
可能な黄色染料及びその使用」）、米国特許第5543504号（名称「眼科用レンズにおける
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重合可能な黄色染料及びその使用」）及び米国特許第5662707号（名称「眼科用レンズに
おける重合可能な黄色染料及びその使用」）に提供される。また、その全ての特許はここ
に参照として組み込まれる。
【００４０】
　本発明の教示に従って、眼科用レンズ（例えば、ＩＯＬ）を形成するように、様々な公
知の製造技術を用いることができる。例えば、そのような技術は、最初に屈折光学素子を
形成し、その後、光学素子の一つ面上に環状回折領域を生成してその回折領域がその面の
中心屈折領域を囲むように用いることができる。
【００４１】
　当業者にとって、本発明の範囲から外れることなく、上記の実施形態に特定の修正を行
うことができることは明らかであろう。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｃ】

【図３】

【図４】 【図５】



(14) JP 2012-509152 A 2012.4.19

【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図６Ｅ】



(15) JP 2012-509152 A 2012.4.19

【図７】

【図８】

【図９】
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